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【事業特性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  





事 1-1-1 

1 工事計画 

 

1-1 建設機械の稼働台数について 

建設機械の台数については、下記の手順に基づき求めた。 

・ 建設する構造物の規模や施工条件（近接工事、地質条件など）に基づき、施工方法を決定し、

工種及び各工種で必要な建設機械を選定した。 

・ 選定した建設機械について、計画の工期及び建設機械 1 台当たりの施工能力を考慮して、台

数を求めた。 

 

これらの方法に基づいて算定を行った建設機械の台数を表 1-1-1 に示す。建設機械は最大で 

5 台/日 稼働する。 

 

 

表 1-1-1 可児市内大森発生土仮置き場における建設機械の種類及び台数 

 
※ 工事の状況によって計画が変更となる場合がある。 

※ 区分土が集中して発生した時の最大値を示す。 

※ 建設機械が稼働する台数の最大値を示す。 

 

  

注：表 1-1-1 を修正しました。（令和 2 年 9 月） 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境調査及び影響検討の結果】 
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1 騒音 

 

1-1 環境騒音現地調査結果 

環境騒音の現地調査結果を表 1-1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注：知事意見書を踏まえ、本ページ以下に「1 騒音」を追加しました。（令和 2 年 9 月） 
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表 1-1-1 環境騒音現地調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻別測定データ 単位：dB

LA5 LA50 LA95 LAmax LAeq

12:00 55 48 41 60 50

13:00 57 50 42 71 52

14:00 53 46 41 69 48

15:00 53 46 40 64 48

16:00 53 46 38 71 48

17:00 45 39 33 56 41

18:00 45 37 32 53 40

19:00 37 32 29 51 34

20:00 36 29 26 73 37

21:00 31 26 24 56 28

22:00 30 26 23 57 28

23:00 30 26 23 63 30

0:00 27 24 22 43 25

1:00 29 25 23 41 26

2:00 31 26 24 54 28

3:00 29 25 23 58 28

4:00 28 25 24 43 26

5:00 34 28 25 56 31

6:00 40 34 32 71 39

7:00 39 30 27 68 36

8:00 37 28 24 71 35

9:00 41 28 24 64 36

10:00 38 31 26 62 36

11:00 40 29 24 60 35

時間帯別測定データ 単位：dB

LA5 LA50 LA95 LAmax LAeq

44 36 31 64 45

30 26 23 52 28

昼間

夜間

注1. 表中における騒音レベルのLAeqはエネルギー平均値である。

　   また、その他の値は、算術平均値である。

時刻
騒音レベル

昼間

夜間

昼間

時間区分

調査地点:可児市大森 
調査期間:令和 2 年 3 月 24 日（火）～3 月 25 日（水）
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1-2 可児市内大森発生土仮置き場計画地における騒音の距離毎の検討値について 

(1) 建設機械の稼働に係る騒音の距離毎の検討値について 

建設機械の稼働に係る騒音の程度の把握のため、各検討地点における距離毎の騒音を予測

した。距離毎の検討値を図 1-2-1 に、距離減衰の状況を図 1-2-2 に示す。 

なお、図 1-2-1 には、騒音の距離減衰とともに振動についても示した。 
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発生土仮置き場計画地

図 1-2-1 建設機械の稼働に係る騒音・振動 

の距離毎の検討値 

（本図は自社測量成果物を用いている） 

距離 騒音 振動

0ｍ 71dB 66dB

25ｍ 70dB 57dB

50ｍ 66dB 52dB

100ｍ 62dB 43dB

150ｍ 59dB 37dB

200ｍ 57dB 31dB



環 1-2-3 

 

 

 

図 1-2-2 建設機械の稼働に係る騒音の距離減衰の状況 
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2 振動 

 

2-1 環境振動現地調査結果 

環境振動の現地調査結果を表 2-1-1 に示す。 

 

注：知事意見書を踏まえ、本ページ以下に「2 振動」を追加しました。（令和 2 年 9 月） 
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表 2-1-1 環境振動現地調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

時刻別測定データ 単位：dB

L10 L50 L80 Lmax

12:00 14 11 9 31

13:00 16 12 9 31
14:00 13 10 9 29
15:00 12 10 8 33
16:00 13 10 9 27
17:00 11 9 8 23
18:00 11 9 7 24
19:00 10 9 7 19
20:00 11 9 8 27
21:00 10 9 7 32
22:00 10 8 7 21
23:00 10 9 7 25
0:00 9 8 7 13
1:00 9 8 7 14
2:00 10 8 7 21
3:00 10 8 7 40
4:00 10 8 7 13
5:00 10 8 7 22
6:00 11 9 8 24
7:00 10 9 7 21
8:00 10 9 7 24
9:00 11 9 8 30
10:00 11 9 8 31
11:00 11 9 8 29

時間帯別測定データ 単位：dB
L10 L50 L80 Lmax

12 10 8 28
10 8 7 22

昼間
夜間

時刻
振動レベル

昼間

夜間

昼間

時間区分

調査地点:可児市大森 
調査期間:令和 2 年 3 月 24 日（火）～3 月 25 日（水）

注）振動計の定量下限値は 25dB のため、25dB 未満は参考値である。 

凡例 
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2-2 可児市内大森発生土仮置き場計画地における振動の距離毎の検討値について 

(1) 建設機械の稼働に係る振動の距離毎の検討値について 

 

建設機械の稼働に係る振動の程度の把握のため、各検討地点における距離毎の振動を検討した。

距離毎の検討値を図 2-2-1 に示す。 

なお、図 1-2-1 に、騒音の距離減衰とともに振動についても示した。 

 

 

図 2-2-1 建設機械の稼働に係る振動の距離減衰の状況 

 

 

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200

振
動
レ
ベ
ル
（
dB

）

工事範囲境界からの距離(m)





環 3-1-1 

 

 

3 水質 

 

3-1 発生土仮置き場の水の管理について 

水質については、区分土に含まれる自然由来の重金属等が外部へ流出することを防止するために、

盛土を遮水シートで上から覆い、アスファルト舗装及び遮水シート等で底面と周囲を囲い込み、区分

土からの排水は全て集水・貯留する計画とした。 

区分土からの排水は、集水・貯留した後、自然由来の重金属等の濃度を確認する試験を行い、結果

を基に図 3-1-1 の手順で処分する。 

自然由来の重金属の濃度について排水基準を超過した場合は、産業廃棄物等として処分する。そ

れ以外の場合は、大森非常口工事施工ヤードに運搬し、pH 及び浮遊物質量が排水基準を超過した場

合は、濁水処理を実施後、笹洞ため池へ放流する。大森非常口工事施工ヤードにおける濁水処理計

画を図 3-1-2～3-1-4 に示す。 

 大森非常口工事施工ヤードにおける水質への影響については、評価書において、影響を適切に予測

することができる地点として、大森川支川（予測地点番号 22、図 3-1-5 参照）を選定しており、予

測結果は表 3-1-1～3-1-3 に示す通りである。また、排水にあたっては表 3-1-4～3-1-5 の環境保全

措置を講じて工事を行う。 

 

 

 

図 3-1-1 排水処理フロー 

 

  



環 3-1-2 

 

 

 

 

図 3-1-2 大森非常口工事施工ヤード濁水処理計画図 

 

 

図 3-1-3 濁水処理設備 

 

 

図 3-1-4 濁水処理のフロー

（本図は自社測量成果物を用いている）

注：図 3-1-4 を修正しました。（令和 2 年 9 月） 
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図 3-1-5 評価書における予測調査地点 
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表 3-1-1 評価書における現地調査地点 

地点 
番号 

市町村 水系 対象公共用水域 鉄道施設 

22 可児市 木曽川 大森川支川 非常口（山岳部）、換気施設 

 

表 3-1-2 評価書における現地調査結果（浮遊物質量（SS）及び流量の状況） 

地点 
番号 

市町村 水系 
対象公共用

水域 

豊水時 低水時 
類型 
指定 

SS 
(mg/L)

流量 
(m3/s)

SS 
(mg/L) 

流量 
(m3/s) 

22 可児市 木曽川 大森川支川 10 0.02 <1 0.03 C 注 1 

注 1.「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）の環境基準を適用した。 

類型指定のない河川は、合流する河川の類型指定を準用した。 

 

表 3-1-3 評価書における現地調査結果（水素イオン濃度（pH）） 

地点 
番号 

市町村 水系 
対象公共用

水域 

水素イオン濃度

(pH） 

豊水時 低水時 

22 可児市 木曽川 大森川支川 6.5 7.2 

 

表 3-1-4 評価書における環境保全措置（水の濁り） 

環境保全措置 効果 

工事排水の適切な処理 

工事により発生する濁水は、必要に応じて発生水量を考慮した処
理能力を有する濁水処理設備を設置し、法令に基づく排水基準等
を踏まえ、沈殿、濾過等、濁りを低減させるための処理をした上
で排水することで、公共用水域への影響を低減できる。 

工事排水の監視 
工事排水の水の濁りを監視し、処理状況を定期的に確認すること
で、水質管理を徹底することができる。 

処理装置の点検・整備に
よる性能維持 

処理装置を設置する場合は、点検・整備を確実に行い、性能を維
持することにより、工事排水の処理を徹底することができる。 

放流時の放流箇所及び水
温の調整 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢の温度への影響の可能性が
あるような場合は、河川・沢の流量を考慮して放流箇所を調整す
るとともに、難しい場合は外気に晒して温度を河川と同程度にし
てから放流することで、公共用水域への影響を低減できる。 

 

表 3-1-5 評価書における環境保全措置（水の汚れ） 

環境保全措置 効果 

工事排水の適切な処理 

工事により発生するアルカリ排水、自然由来の重金属に汚染され
た排水及び酸性化排水は、処理設備等の対策により、必要に応じ、
法令に基づく排水基準等を踏まえ、pH 値の改善及び有害物質濃度
の低減を図るための処理をした上で排水することで、公共用水域
への影響を低減できる。 

工事排水の監視 
工事排水の水の汚れを監視し、処理状況を定期的に確認すること
で、水質管理を徹底することができる。 

処理装置の点検・整備に
よる性能維持 

処理装置を設置する場合は、点検・整備を確実に行い、性能を維
持することにより、工事排水の処理を徹底することができる。 

放流時の放流箇所及び水
温の調整 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢の温度への影響の可能性が
あるような場合は、河川・沢の流量を考慮して放流箇所を調整す
るとともに、難しい場合は外気に晒して温度を河川と同程度にし
てから放流することで、公共用水域への影響を低減できる。 
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3-2 排水等の管理方法 

・雨水処理 ：発生土仮置き場の造成及び撤去中については、雨天時には基本的に土工作業を

実施しないことで濁水等の発生を抑制する。また、仮置き期間中の雨水等につ

いては、遮水シートで上から覆うとともに適切に導水することで、区分土への

雨水浸透を防止する。また、雨水等が浸透した場合でも、アスファルト舗装及

び遮水シート等で底面と周囲を囲み、地中への浸透を防止する。区分土からの

排水は、図 3-2-1 及び図 3-2-2 に示すとおり、有孔管を通じて集水タンクに一

時貯留する。その後、排水基準を満たしていない場合は産業廃棄物等として処

理し、排水基準以下であれば大森非常口工事施工ヤードに散水車等にて運搬し

て濁水処理後に笹洞ため池へ放流する。 

・防災調整池及び沈砂池：周辺環境を勘案し、関係箇所との協議のうえ、防災調整池及び沈砂

池の設置は行わない。 

・その他  ：発生土仮置き場内の排水設備（排水溝、配管）については、排水機能に影響し

ないように排水溝の点検を行い、必要に応じて修繕及び取替え等を実施する。 

 

 

 

 

図 3-2-1 排水処理フロー 

 

図 3-2-2 集水方法イメージ 

注：下線部を追記及び図 3-2-2 の盛土の計画図を詳細なものに変更しました。（令和 2 年 9 月） 
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4 土壌汚染 

 

4-1 発生土仮置き終了後の対応について 

仮置き期間の終了後、区分土およびアスファルト舗装等、全ての設備を撤去し、原形復旧後、地権

者へ土地をお返しする。 

なお、地権者へ土地をお返しする前に、仮置きした発生土の状況や地下水の水質のモニタリング結

果等を踏まえ、自然由来の重金属等の必要な項目について、土壌汚染対策法に定める測定方法により

土壌の調査を実施し、基準値以下であることを確認する。 

上記の結果を踏まえ、必要がある場合は、追加の環境保全措置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





環 5-1-1 

 

 

5 温室効果ガス 

 

5-1 環境影響評価書に記載した資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響について 

 評価書においては、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響については、発生土置き

場を特定せずに、運搬距離を 50km/台として表 5-1-1～5-1-3 のとおり予測を行っており、可児市内

大森発生土仮置き場への運搬も含んだ結果となっている。 

 工事実施時においては、表 5-1-4 のとおり環境保全措置を実施することとしている。 

 

表 5-1-1 評価書における温室効果ガス(CO2)排出量 

車種分類等 
車種別燃料 
種別走行量 
(km/台) 

延べ車両
台数 
(台) 

車種別 
燃費 

(km/L) 

燃料 
使用量 
(L) 

CO2 

排出係数 
(kgCO2/L) 

CO2排出量
(tCO2) 

工事用車両 軽油 50 2,700,000 3.09 43,689,320 2.58 112,718

合計 112,718

注 1．車種別燃費は、「貨物輸送業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定」（平成 18 年、経済産

業省告示第 66 号）に示された 8,000kg 以上 10,000kg 未満の値を用いた。 

注 2．「CO2排出係数」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」別表第 1 より算出した。 

 

表 5-1-2 評価書における温室効果ガス(CH4)排出量（CO2換算） 

車種分類等 
車種別燃料 
種別走行量 
(km/台) 

延べ車両
台数 
(台) 

CH4 
排出係数 
(kgCH4/km) 

CH4 
排出量 
(kgCH4)

地球 
温暖化 
係数 

CO2換算 
排出量 
(tCO2) 

工事用車両 軽油 50 2,700,000 0.000015 2,025 21 43

合計 43

注 1．「CH4排出係数」及び「地球温暖化係数」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に示された値を用

いた。 

 

表 5-1-3 評価書における温室効果ガス(N2O)排出量（CO2換算） 

車種分類等 
車種別燃料 
種別走行量 
(km/台) 

延べ車両
台数 
(台) 

N2O 
排出係数 
(kgN2O/km) 

N2O 
排出量 
(kgN2O)

地球 
温暖化 
係数 

CO2換算 
排出量 
(tCO2) 

工事用車両 軽油 50 2,700,000 0.000014 1,890 310 586

合計 586

注 1.「N2O 排出係数」及び「地球温暖化係数」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に示された値を用

いた。 

 

表 5-1-4 評価書における環境保全措置 

環境保全措置 効果 

資材及び機械の運搬に用いる
車両の点検・整備による性能
維持 

法令上の定めによる定期的な点検や日々の点検・整
備により資材及び機械の運搬に用いる車両の性能を
維持することで、温室効果ガスの排出量を低減でき
る。 

低燃費車種の選定、積載の効
率化、運搬計画の合理化によ
る運搬距離の最適化 

低燃費車種の選定、積載の効率化、合理的な運搬計画
の策定による運搬距離の最適化等により、温室効果
ガスの排出量を低減できる。 

工事従事者への講習・指導 

資材及び機械の運搬に用いる車両の点検・整備によ
る性能維持について、工事従事者への講習・指導を実
施することにより、温室効果ガスの排出量の低減が
見込まれる。 

  





環 6-1-1 

 

 

6 モニタリング 

 

工事中の環境管理を適切に行うことを目的に、表 6-1-1 に示す工事前、工事中及び工事後のモニ

タリングを実施し、結果について公表していく。 

 

表 6-1-1 発生土仮置き場に関するモニタリングの計画 

調査項目 
調査地域・地点 

の考え方 

調査期間 

の考え方 
調査方法 

水 資 源

（地下水

の水質） 

水素イオン濃度

（pH） 

地下水（観測井） 

・工事前に１回 

・工事中に月１回 

・工事後に月１回 

（定常化するまで） 

・工事後、水質定常化後

に四半期に１回※2 

・撤去後に月１回 

（定常化するまで） 

「水質汚濁に係る環境基

準」に定める測定方法 

電気伝導率 

「地下水調査及び観測指

針（案）」に定める測定方

法 

自然由来の重金属

等（カドミウム、六

価クロム、水銀、セ

レン、鉛、ヒ素、ふ

っ素、ほう素）※1

「建設工事における自然

由来重金属等含有岩石・

土壌への対応ﾏﾆｭｱﾙ（暫定

版）」に定める測定方法

土壌汚染 

自然由来の重金属

等（カドミウム、六

価クロム、水銀、セ

レン、鉛、ヒ素、ふ

っ素、ほう素）※1

発生土仮置き場 撤去後に 1 回 
「土壌汚染対策法」に定

める測定方法 

※1 調査対象とする自然由来の重金属等は、保管した土の汚染状況等を踏まえて選定する。 

※2 仮置き期間中は四半期に１回を継続する。 

注 1.その他、モニタリングとは別に、遮水シート等の設備の確認のため、発生土仮置き場の下流地点において定期

的に水質を測定する。 

注 2.その他、発生土仮置き場計画地の周囲で昆虫類の調査中であり、工事と並行して調査を行う。なお、調査の結

果を踏まえ影響の恐れが確認された場合は、速やかに専門家等の技術的助言を受け、必要な場合は追加の環境

保全措置を検討する。 

 

  

注：知事意見書を踏まえ、下線部を追加しました。（令和 2 年 9 月） 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、再生紙を使用している。 

 

 

 

 

本書に掲載した地図は国土地理院発行の数値地図 50000（地図画像）を加工して作成したもので

ある。 


